
新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型　TYPE1）の具体的使途や実施体制等について

◆事業概要

具体サービス

碧南市民病院医療DX推進事業

令和7年度

碧南市では、病院経営の効率化と医師の働き方改革、地域住民の医療サービス向上を目指し、電子カルテシステムの更新とネットワーク整

備を行う。これは「碧南市民病院経営強化プラン」でも位置付けられた取り組みであり、電子カルテ更新計画時に策定した「碧南市民病院

次期病院情報システム調達基本計画書」に沿ったシステムの導入を図る。

【マイナンバーカードを利用した電子処方箋システム】

・顔認証付きカードリーダーの増設を進める。

・病棟でのオンライン資格確認ができるようにする。 ・地域薬局との連携による電子処方箋の利用促進を行う。

【バイタルデータ自動取込みシステム】

・体温計や血圧計などと電子カルテを連携し、データを自動で取り込む。

【電子署名システム】

・同意書等の署名を電子化することで、書かない窓口の実現を図る。

【AIメディカルアシスト】

・電子カルテ記載内容からAIによる文書作成機能を利用することで、文書作成に係る時間の短縮を図る。

交付対象事業の名称

事業概要

実施年度



◆具体的使途

合計（単位：千円） 77,808

経費項目 委託先等 使途 金額（単位：千円）

①顔認証付きカードリーダー ― ― 700

①汎用カードリーダー（資格確認

用11+医師用50）
― ― 244

①顔認証付きカードリーダー資格

確認用端末
― ― 1,100

①カードリーダー設定共通作業委

託料
― ― 880

①カードリーダー設定端末毎作業

委託料
― ― 1,320

①訪問診療対応（病棟等の通常と

は違う動線での資格確認）パッ
― ― 1,100

①訪問診療対応設定委託料 ― ― 1,100

①電子処方箋システムパッケージ ― ― 3,850

①電子処方箋システムサーバ構築

委託料
― ― 1,650

①電子処方箋システム設定委託料 ― ― 11,000

②バイタルデータ自動取込みシス

テムパッケージ
― ― 3,300

②バイタルデータ自動取込み一括

対応パッケージ
― ― 1,100

②バイタルデータ自動取込み設定

委託料
― ― 8,800

②接続機器（体温計） ― ― 200

②接続機器（パルスオキシメー

タ）
― ― 690

②接続機器（血糖測定装置） ― ― 550

③電子署名システム＋タイムスタ

ンプパッケージ
― ― 3,300

③電子署名システム＋タイムスタ

ンプライセンス（サーバ1台、デ
― ― 2,750

③電子サイン用デバイス（i-

pad）
― ― 3,300

③電子サイン用デバイス設定委託

料
― ― 660

③電子署名システム＋タイムスタ

ンプ設定委託料
― ― 19,250



経費項目 委託先等 使途 金額（単位：千円）

③電子署名＋タイムスタンプライ

センス使用料
― ― 8,624

④AIメディカルアシストシステム

パッケージ
― ― 1,100

④AIメディカルアシストシステム

利用料
― ― 440

患者満足度調査委託料 ― ― 800



推進体制

◼ 庁内の推進体制

名称 名称 役割

事業実施責任者
医療情報システム委員

会 委員長
• 事業の決定

事業管理者
医療情報システム委員

会 委員長
• 事業全体のマネージメント

事業担当課 医療情報システム室 • ステムの調達、関連部署との調整、業務フローの検討

連携部署
診療部・看護部・医療

支援部
• 医療提供に係るサービス分野を所管

連携部署 医事経営課 • ホームページ・チラシの作成による周知、各種指標の抽出

【各課室の役割】

委員長

看護部

サービスの運用

事業管理者

連携部署

診療部

連携部署

医療情報
システム室

担当課指示
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庁内関係者の
役割を

示すアイコン

事業実施責任者

担当課

連携部署

連携

医事経営課

連携部署

連携

交付金申請・取りまとめ

周知広報、指標の抽出

実装サービス実施部局

医療支援部

連携部署

病院長

事業実施責任者

指示



推進体制

◼ 事業推進体制

名称 役割

碧南市民病院
• 事業計画の立案
• 報告書作成をはじめとする事業全般の管理
• サービス運用主体

電子カルテベン
ダー

• 実質的なサービス提供と運用についての情報提供

碧南薬剤師会 • 電子処方箋による調剤提供

碧南市関係部
署

• 事業への周知に協力

名称 役割

碧南
市民病院

電子カルテ
ベンダー

碧南薬剤師会

碧南市関係部署

参画済

【記載にあたる留意事項】

※本オブジェクトはご一読後、削除して提出してください

①各主体については、既に参画済み、内諾段階、検討段階の

違いが分かるように記載すること（右のアイコンを活用ください）

②事業推進体制にコンソーシアムや協議会が含まれる場合、

当該コンソーシアムや協議会の体制や各構成員の役割、開催

頻度等の運営方針が分かる資料を添付すること

③実装するサービスの提供者がわかるように記載すること

④政策的優遇措置の対象となるスタートアップ企業が参画してい

る場合には、下欄に明記すること

事業者との
調整ステータスを
示すアイコン

参画済

内諾済

検討段階

事業委託

事業周知協力

事業連携

関連する地域のステークホルダー
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